
○　悪臭防止法に基づく規制地域及び区域区分
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工業地域及び工業専用地域を除く市街化区域 Ａ区域

工業地域及び工業専用地域並びに若宮1丁目，見

川4丁目，見川町，千波町の各一部
Ｂ区域

市街化区域 Ａ区域

市街化調整区域 Ｂ区域

日立市 〇 用途地域 Ａ区域

十王町 〇 市街化区域、市街化調整区域の一部地域
※１ Ａ区域

工業地域及び工業専用地域を除く市街化区域 Ａ区域

工業地域及び工業専用地域 Ｂ区域

Ａ区域 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｂ区域 〇 〇

C区域 〇 〇

備考※２の地域 Ａ区域

備考※３の地域 Ｂ区域

6 結城市 ー 〇 備考※４の地域 Ａ区域

用途地域（工業専用地域を除く。） Ａ区域

工業専用地域及び用途地域以外の地域 Ｂ区域

Ａ区域 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｂ区域 〇 〇

Ａ区域 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｂ区域 〇 〇 〇

水海道市 〇
市街化区域、市街化調整区域のうち内守谷町及び

坂手町の各一部
Ａ区域

石下町 〇 全域 Ｂ区域

市街化区域（田園住居地域，工業地域及び工業専

用地域を除く）
Ａ区域

上記で指定した地域以外の区域 Ｂ区域

〇

市街化区域（田園住居地域，工業地域及び工業専

用地域を除く）及び竹合町，箕町及び大里町の全

域並びに久米町，薬谷町，大平町，玉造町及び上

宮河内町の一部

Ａ区域

〇 上記で指定した地域以外の区域 Ｂ区域

11 高萩市 ー ○ 都市計画区域 Ａ区域

12 北茨城市 ー 〇 全域 Ａ区域

Ａ区域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ区域 ○ ○ ○

市街化区域(工業地域及び工業専用地域を除く) Ａ区域

市街化調整区域、工業地域及び工業専用地域 Ｂ区域

市街化区域 Ａ区域

市街化調整区域 Ｂ区域

15 牛久市 ー 〇
市街化区域及び都市計画法第34条第14号の規定に

該当する開発行為に係る地域
Ａ区域

16 つくば市 ー ○

市街化区域並びに平成14年11月1日に効力を生じ

た合併前の稲敷郡茎崎町の同年10月31日における

区域のうち、都市計画法第29条の許可を受けた開

発行為に係る地域及び旧住宅造成事業に関する法

律第４条の認可を受けた住宅地造成事業の施行に

係る地域

Ａ区域

17 ひたちなか市 ー 〇 市街化区域 Ａ区域

用途地域（工業地域及び工場専用地域を除く） Ａ区域

工業地域及び工業専用地域として定められた区域

並びに用途地域の指定のない区域
Ｂ区域

Ａ区域 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｂ区域 〇

市街化区域 Ａ区域

市街化調整区域 Ｂ区域

Ａ区域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A区及びB-2区域を除く地域 Ｂ-1区域

工業専用地域 Ｂ-2区域

工業専用地域を除く市街化区域、笠松工業団地 Ａ区域

工業専用地域 Ｂ区域

下館市 市街化区域 Ａ区域

市街化区域（工業専用地域は除く） Ａ区域

市街化調整区域及び工業専用地域 Ｂ区域

市街化区域 Ａ区域

市街化調整区域 Ｂ区域

24 坂東市 ー ○ 全域 Ａ区域
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〇

取手市 ○

〇鹿嶋市 ー

取手市

1 水戸市

4

3 土浦市 ー ○

古河市 ー 〇

2

市

町

村

番

号

日立市

協和町

筑西市 ○

区

分

内原町

水戸市

常澄村
〇

13 笠間市 ー ○

常総市

常陸太田市

ー 〇

8

9

千代川村

23

19

○

金砂郷町

ー 〇

〇

藤代町

常陸大宮市 ー ○

那珂市

常陸太田市、

水府村、里美村

市

関城町、明野町

ー 〇
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江戸崎町，新利根町 都市計画区域 Ａ区域

桜川村，東町 桜川村，東町全域 Ｂ区域

市街化区域（工業地域及び工業専用地域を除く） Ａ区域

A区域を除く地域 Ｂ区域

市街化区域（工業専用地域を除く） Ａ区域

市街化調整区域および工業専用地域 Ｂ区域

市街化区域（工業専用地域を除く） Ａ区域

工業専用地域，柳川二本松の全域 Ｂ区域

Ａ区域 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｂ区域 〇

Ａ区域 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｂ区域 〇 〇

市街化区域 Ａ区域

市街化調整区域 Ｂ区域

Ａ区域 〇 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ｂ区域 〇 〇 〇

33 茨城町 ー 〇 市街化区域 Ａ区域

都市計画区域 Ａ区域

都市計画区域以外の区域 Ｂ区域

34 大洗町 ー ○ 市街化区域 Ａ区域

都市計画区域 Ａ区域

都市計画区域以外の区域 Ｂ区域

桂村、七会村 全域 Ｂ区域

36 東海村 ー ○ 市街化区域 Ａ区域

市街化区域 Ａ区域

市街化調整区域 Ｂ区域

市街化区域 Ａ区域

市街化調整区域 Ｂ区域

40 河内町 ー ○ 全域 Ｂ区域

用途地域（工業専用地域を除く。） Ａ区域

工業専用地域及び用途地域以外の地域 Ｂ区域

42 五霞町 ー ○ 全域 Ａ区域

43 境町 ー ○ 全域 Ａ区域

市街化区域 Ａ区域

市街化調整区域 Ｂ区域

備考

※１　旧十王町　市街化調整区域の一部の地域（大字山部字鳥井杉の一部、大字友部字鳥井杉・道保内・鍛治屋作の各一部、大字伊師字十王前・人水田・岩目の各一部）

30 鉾田市 ー ○

かすみがうら市

桜川市

26

27

25 稲敷市 〇

37 大子町 ー ○

28

ー 〇

29 行方市 ー ○

神栖市

○31

※３　柿岡、金指、片野、小幡、須釜、細谷、上青柳、下青柳、加生野、狢内、龍明、鯨岡、小山田、小屋、上曽、小倉、吉生、大増、大塚、太田、中戸、小見、瓦谷、宇治会、部原、野田、佐久、小塙、柴間、山崎、宮ケ崎、真

家、東成井、根小屋、下林、嘉良寿理、片岡、浦須、上林、半田、川又、月岡、青田、弓弦、柴内、辻、菖蒲沢、小野越、仏生寺、朝日、葦穂中部、柏原、三村字焼き野、境林の各一部

32 小美玉市 ー

39 阿見町 ー ○

38 美浦村

権

限

移

譲

町

県

指

定

町

村

ー ○

※４　神明町，鍛治町，石町，栄町，紺屋町，西の宮，本町，戸野町， 永横町，塔の下，観音町，番匠町，戸張町，立町，肝入町，木町，大橋町，新福寺，新福寺 一丁目， 新福寺 二丁目， 新福寺 三丁目， 新福寺 四丁目，新福寺 五

丁目， 新福寺 六丁目， 中央町一丁目， 中央町 二丁目， 城南町一丁目， 城南町 二丁目， 見晴町，見晴町一丁目，西町，観音町，御朱印町，小袋町，公達，白銀町，国府町， 国府町一丁目，大 町，立町，四ッ 京，富士見町， 富士

見町 三丁目， 富士見町 四丁目， 浦町，陣屋 町 ，逆井，松木合，川木谷，上小塙，下小塙，宮の下，鉄砲宿，人手町，大谷瀬，大字大谷瀬（ 三 ッ谷大谷瀬を除く），久保田，みど り町一丁目， みどり町二丁目，川木谷一丁目， 川

木谷 二丁目 ，下り松，五助，立の山，猿内辻堂，小森及び中の各一部

市

ー ○

ー 〇

○

44 利根町 ー ○

※２　国府一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、府中一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、若宮一丁目、二丁目、三丁目、総社一丁目、二丁目、若松一丁目、二丁目、三丁目、鹿の子三丁目、北府中一丁目、二丁目、三

丁目、谷向町、柏原町、東石岡一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、旭台一丁目、二丁目、三丁目、東光台一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、貝地二丁目、茨城二丁目、泉町、杉の井、杉並一丁目、二丁目、三丁目、

四丁目、水久保、大和町、東ノ辻、東町、山王台、兵崎、新地台、姥橋、石岡愛宕、国府七丁目、府中五丁目、若宮二丁目、若宮四丁目、鹿の子一丁目、二丁目、貝地一丁目、茨城一丁目、三丁目、田島一丁目、二丁目、正上内、荒

金、行里川、東府中、八軒台、大谷津、根当、染谷、大砂、東大橋、東田中、北根本、中津川、高浜町の各一部

41 八千代町

35 城里町 ○
常北町

ー ○

つくばみらい市 ー


